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経済再生と財政健全化の双方を実現するためには、前回の諮問会議で了承された「経済

財政諮問会議における今後の課題について」1に沿って財政健全化を実現する枠組みを構築
し、国・地方が取り組むとともに、国民的な取組（国民や企業等が意欲を持って取り組むことが
できる仕組み）が不可欠である。それによって、次世代に対する国民の責任を果たしていくこ
とにもなる。 
 
１．基本的考え方 

経済再生と財政健全化の双方に寄与し、二兎を追って二兎を得るため、以下の基本的考
え方に沿って国民的な取組による経済再生・財政健全化を進めるべき。 
 
 国民、企業、自治体等が自ら意欲を持って、歳出効率化、歳入拡大に取り組める仕

組み(制度改革、支援措置、選択肢の多様化)を整備 
 民間の創意工夫が生かされるよう公的分野の産業化を促進し、経済再生にも寄与 
 透明性の高い計画的取組、財政情報の見える化の強化を通じた自発的努力の強

化、説明責任の向上 
 
２．地方行政サービス改革・社会保障サービス改革 

国民的な取組による経済再生・財政健全化を進めるため、特に支出規模の大きな地方行
政サービス、社会保障サービスについては、以下の改革に取り組むべき。 
 
（１）地方行政サービス改革 
 地域の活性化に向けて、自ら歳出・歳入改革に取り組むインセンティブの構築 
 自治体の公共サービス改革、地域経済活性化への取組促進（歳出効率化や成長に

よる税収増をサポートする地方交付税、補助金等の改革） 
 PPP/ＰＦＩの活用による資本のリサイクルの促進（地方交付税、補助金、専門家チー

ム派遣等）、公有資産（公営住宅、学校施設・社会教育施設等）の広域での保有・管
理や民営化の促進 

 広域行政（ごみ・し尿処理、介護保険等）による効率化・利便性の向上、先進課題（空
き家の再利用市場創造、過疎地教育等）への取組促進   等 

 
（２）社会保障サービス改革 
 地域の取組（例えば、病床再編、ジェネリック医薬品の利用促進、投薬の適正な管

理、健康管理努力等）により、医療費の地域間格差を解消するとともに、節約される
医療・介護費用の一部を、改革のインセンティブとして当該地域の医療・介護負担の
抑制等につなげる仕組みの構築（保険料への反映等） 

 地域独自の高齢者向け支出の効率化により節約される一部を当該地域独自の「子ど
も・子育て支援」や「家族関係支出」として活用できる仕組みの構築（「高齢世代から
現役世代へ」） 

 マイナンバー導入に合わせ、個人の努力（予防、適正受診等）を負担に反映する仕
組みの導入        等 

 
これら２つの分野は地域経済の中で大きなウェイトを占めるものであり、その活性化は地

域経済の再生にも不可欠である。 

1 「経済財政諮問会議における今後の課題について」（平成 26 年 12 月 27 日第 21 回経済財政諮問会議 甘利議員提出資

料） 
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